
在宅介護支援センター実態調査報告書

平成3年9月

全国社会福祉協議会

調査の目的

1　調査の目的

在宅介護支援センタ一は，在宅の要援護老人およ

びその家族のニ一ズに保健，福祉サ一ビスが総合的

に提供できるように連絡調整を行う在宅サ一ビスの

第一線機関として「高齢者保健福祉推進十か年戦略」

に基づき今世紀中に1万ヵ所の整備がすすめられる

こととなっている。

本事業は，在宅福祉，保健サ一ビスの普及・定着

を図る上で極めて重要な役割を担っているところで

あるが，平成2年度から整備が開始されたところで

あり，その機能の地域における具体的な展開のあり

方を明らかにする必要がある。

このため，平成2年度に運営を開始した各セン

タ一の取り組みの状況を把握し，相談者にとって効

果的な運営のあり方，課題を明らかにし，今後の在

宅介護支援センタ一の発展に資するため，本調査を

実施した。

2　調査対象

平成3年5月現在国庫補助対象となっている在宅

介護支援センタ一（163カ所）

3　調査時点

平成3年3月未現在

4　回答数

総回答数　　138ヵ所（回収率　84．7％）

有効力回答数130ヵ所（有効回収率　79．8％）

（8カ所は開設準備中などのため記

載内容が不十分であり集計からは

除外した。）

Ⅰ　基本事項

73



1　設置の根拠

設置の根拠は，本事業が市町村の事業であるため，

市町村の設置（運営）要綱によるものが8割以上と

なっている。なお，数は少ないが市町村の条例（規

則）に位置づけているところもある。

表1　設置の根拠

市町村の条例 6ヵ所 ・一定．畠率

市町村の規則 竿カ所 －1一率 ≡

市町村の設琴 （運営）要綱 113カ所 鱒ナ9％＿，

実施団体の定款・規程二 や 轟 ‾3⊥ヲ琴

その他
－′畠長所 二1＿・準 二

・無回答・ お灘 ‾‾1‾．5％、

合　　　　　 計 1＿30－カニ所‾・ニエ0わ％∴

2　市町村との契約方法

市町村との契約方法は，委託契約がほとんどであ

る。なお，その他の2ヵ所は市町村が経営する病院

等への併設である。

表2　市町村との契約の方法

牒町村‾との委託薬紛 ．・12紬所 世翠％

そ魂 ね律 －■－1＿潤 一

合　　　　 計 13やヵ所 、．10■0兎

3　運営主体

運営主体は，社会福祉法人が9害陀なっている。

なお，その他の4ヵ所は，地方公共団体（市町村3ヵ

軌　一部事務組合1ヵ所）となっている。

表3　運営主体

社 な福祉法人 1エ9ヵ所 91．5％ －

医療 法人 7ヵ所 5・・4％

‾そのイ也
4 カ所 、3 ．1％ ＿

合　　　　　　 計 ‾13 0 ヵ所
エ′00％
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4　運営主体が経営する施設等の種類

運営主体が経営する施設は，老人ホ一ムが92％，

老人保健施設が15％，病院が11％となっている。な

お，「その他」は障害児者施設，保育所，生活保護施

設等であり，老人ホ一ム，老人保健施設，病院以外

の他分野の施設を経営している法人に支援センター

事業が委託されていることが伺える。

表4　運営主体が経営する施設等の種類（複数回答）

老人わーム‾ 120ヵ所 92．3％

老人保健施設 2■0カ乳 1去．4＝％り

・病院 14ヵ所 10・8％

をの飽 59ヵ申 軋 夜 ‡‾

合　　 嘉 わ3ヵ所・ ほ0％

5　支援センターの建物設備

支援センタ一の建物設備は，今までの施設の設備

をそのまま利用しているところが5割弱となってい

る。また，改装あるいは増築しているところも同様

に5割弱となっている。なお，「その他」の8ヵ所は

ほとんどが新築である。

表5　支援センターの建物設備

今までの施設の設備をそのまま利用 6‾2ヵ所 ・47＋．7鱒

今までの施毅の準備ほ 裳して利用 28ヵ所 2中 、

由築 3ね彿 2‾4・6％－

その暗∴ ・8カ■所 毎・2％

合　　 計 130カ所 －1d0鱒・

6　支援センタ一の面積

支援センタ一が専用しているものは，機器展示場，

相談室が多くなっている。一一方，事務室，会議室は

共用が多くなっている。
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表6　支援センターの面積

∴共 ＿　 律 ・無 し－

箪‾た昼■＝

無鱒答

カ所数

寧 ‾　 用

カ所撃

i■ヵ諒

平均壷

一車所数 二＝‾1＿＿－カ所

平均壷

ね．5 55‡ 謡 ．3 、＝ 堰 ′一事藩主
2て

相談壷 ′ 49 24．2 、■39 － 24 ・6 率 ■

，＿2 32 ・4‾‾二 ・，■．25 ’－‾4て‾．＿6 ■
＿1由一

会議費

疲器展示場‾

′考や他

．64

10

5－0．7

ぬ・－0

39 －

10

ヰ0牒

姐 て、－

＋27

．1＿10 ∧′

7　運営主体が行っている在宅サービス

運営主体が実施している在宅サ一ビスは，デイ

サービスおよびショートステイが9割，続いてホ一

ムヘルプサ一ビスが7割と高い実施率となってい

る。これ以外のサ一ビスは概ね2～3割の実施率と

なっている。なお，「その他」を実施率順にすると，

①通所入浴サービス，②ナイトケア，③デイホ一ム

（託老所），④機能回復訓練，⑤ホ一ムケア促進事業，

④（痴呆性老人）介護教室，⑦緊急通報事業となっ

ている。

表7　運営主体が行っている在宅サービス（複数回答）

① ホ一‾ムヘ ルプサ一 ビス 92－ヵ所 ■70 二番％

②デイサーービス 12エ、ヵ所 ▼93 ・1％．

③ シき一 トス テイ 124 カ所 95 二4＝％

′④訪 画入浴 サ一 ビス ′ 40 ヵ所・ 3－0 」8％

、⑤食事 纏己食）サ一 ビス 43ヵ所 軍 ・1％

．－‾④訪問者 護 3dヵ所 －′2畠・1％ －

⑦訪問 リノ、ピ リ 18ヵ所 ‾13．蟻

⑧デ イケア 29カ所 22＿・3％

鱒 その他　合 ＿　 計 4＿2ヵ所 ＝

539ヵ所

科 3％

8　利用対象者の範囲

支援センターの利用対象者は，要援護高齢者とそ

の家族である。概ね全ての分野が利用しているが，

調査時点では利用者がいない分野も一部見られる。

なお，「その他」では障害者を対象としているところ

が多く，利用者層の拡がりがみられる。

し　　表8　利用対象者の範囲（複数回答）

①ねキきや 老人．－‾ ・130ヵ所 100％ ／

－②療尭唾老人 1‾鱒ヵ所 ■■．98・5′％ ・－．

③ひとり挙らし老人 ‾127ヵ所 －97．7％

．：④高藤者失費あみ世帯 116ヵ所 8、9．．2兎

∴⑤享供夷蝉と同啓華寮 1■07カ所 82．－3＿‾％

－④その阻 ・27ヵ所 －・恥 8％ －

†合　　　　 計 ． 635ヵ所

9　平成3年慶事業計画の策定状況

市町村は，事業の実施に当たって，支援センタ一

と協議の上，年間の事業計画を定めるとともに，支

援センターは月間の事業計画を定めることとなって

いる。今回の調査では，年間事業計画は9割弱，月

間事業計画は7害ほ弓の策定率となっている。

表9　支援センターの平成3年度事業計画の策定状況

年間計画 月間計画

＿＿策哀しでい畠
114カ所（87・7％） 86カ所（6・6．2％）

策定していない 16ヵ所（12・3％）‘‾・－44カ所（33・8．％）′

－‾合 一　寵 ‾ 130ニヵ所（‾1■00％） 130・カ所（－1q‥0％）

10　財政の状況

財政の状況は，収入については，市町村負担金が

9，594千円となっており，平成2年度の国の運営費基

準が8，824子円であることから市町村が若干の上乗

せをしている結果となっている。また，支出は人件

費が8，289千円で全体支出の釣8割となっている。

表10　財政の状況（平成3年慶子算額、1カ所平均）

収入の癖 支出の部

市町村負担針 ・9．，594千円 人 ＿伴 野 8，289千円

世人負担傘 、＿755千円 事 ＿業 ＿‾費 1，髄3千円－

・‾そ ．の‾他 ′408千円 ‾事 一番　 費 1，000千円

針 ・儲 ■‾1り，－757千円・

そ■・の＝他

合 計

‾385千円

用，757千国
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） Ⅱ　支援センターの職員体制・夜間の体制

1　職員体制

職員体制は，専任職員が1カ所平均2．2人でソ一

表11職員体制

シャルワ一ヵーと看護婦の組合せが多い傾向となっ

ている。また，兼務職員とあわせると1ヵ所平均4・1

名となっている。

専　　 限 ‾ 凍 ・ 世 1＿舟所平均

専任ヰ兼任＿
＝牒　　　 考

管理責任者 9人 1写1人 エ．0d人、

長の内社会福祉士14人ソーシャルワーヵー 11・。人 、24人 1‾．・＿のみ＿・

保健婦 27人 8人、． －0‾．－■27人

看護婦 ＝．8ヰ人 √－ 18人 ‾ 0・細入

介護弁護士 34人 ∴．17入 －＝ ，0．39人

事務職員 5人 31人‾． 、 0．率人

その他 ，は人 －や 人 ■－ 0・‾声5人

合　　　 計 費わ人 ‾246人 ・ ‾4・＿1‾り人

（平　 均） （2・2扶 ） （1，89人）

2　支援センター職員の勤務体制

フレックスタイムを導入率は約15％となっている。

3　夜間の体制

つ

夜間の職員体制は，施設の夜勤者だけによる対応

が5割強，施設職員と支援センター職員を一体にし

た夜勤体制による対応が4割弱となっている。

夜間．緊急時対応手順（マニュアル）の策定率は

表13　夜間の職員体制

施設の夜勤者だけによる対応 6云ヵ所 ．5′2．－3％

施設職員 と支援センタ一職員をー
貯力藤 一36二2％ 、・

体にした夜勤体制による対応

支援センタ一職員だけに よ．る対癒 bヵ所 －＿ 鱒

その元 15ヵJ所 1エ・5％

合　　　　　 計－ 130カ所 ‾
－100％
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表12　支援センター職員の勤務体制

フレックスタイム制を導入している‾ 19カ所 ．14・6％

＿‾フレック人タイム制を導入していない
11■1ヵ所　 85・4％・

合　　　 計 130カ所 i0り％・

7割となっている。

次に，夜間体制の工夫は，ポケットポルや転送電

話が約3割の支援センタ一で活用されている。「その

他」では∴携帯電話の自宅への持ち帰りや夜勤者か

ら担当職員宅への電話連絡等が多い。

また，夜間・緊急対応時の協力要請機関としては，

病院への輸送のための救急車の利用との関係で消防

署が5割と一番多い。

表14　夜間・緊急時対応手順（マニュアル）の策定

－・策定してしiる －91ヵ所　 紬．0％

策定しセし†ない ・し39ヵ軒 丸 哨 ‾・

・合　　　　 計 130ヵ所　 10哨
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職員体制や夜間・緊急対応に関する課題

巨体制や夜間・緊急対応に関する課題としては，

浄設施設の夜勤者は夜間の業務も多く，緊急時の

りを考えると現在の人員で

限界があり，人員確保は欠かせない課題である。

幅広い利用者のニーズに対応したり，緊急時の対

を間違いないように行うためにも，マニュアルイし

技指導，研修が極めて重要である，③支援センタ一

中り用着から信頼される活動を展開し，適切な利用

すすめるためにも，公的サ一ビスの質・量の充実

盲極めて重要である，④支援センタ一事業を効果

的 スム一ズにするためにも，行政機関から医療・

消防署等関係機関への積極的な働きかけが必要であ

る，⑤フレックスタイム制は，人員の余裕がなけれ

ば事実上導入は困難ではないか等の課題があげられ

ている。

表15　夜間体制のエ未（複数回答〉

ポケニッ．トヘ らや痍帯恵琴の利府 36ヵ所 2享・7％

一撃逐電爵
35カ所 ＋ェ26．9軍エ

一子 の蔽 ・ へ－ ‾60‾力学
；46・2％ ‘

合∴　　　　 計 1わ 所

注）％の母数は130

表16　夜間・緊急対応時の協力要請機関

・一遍随身－ ・＿毎 亘 5去＿・蟻

医準繭 軍エヵ所書．16．り恕 ・

牒鹿措費 16ヵ所
－12．の 、・

∴中 勉 21ヵ所 1・6・2ね．

合　　　 計 1台0ヵ所 ≠00ね

ⅠⅠⅠ相談の状況

1　相談受付時間

相談受付時間は9割が24時間受付となっている。

「その他」が15ヵ所あるが，いずれも現在体制調整

中である。

表17　相談受付時間

24時間
‾115カ所

88．5％＿

－＿その隠 ′
15カ所 ■11．率

合　　　　 計 130rヵ所 100％＝＿．

2　相談専用の電話番号の設置等

相談専用電話の設置率は7割となってレ？る。なお，

トリオホンが5カ所のセンタ一で利用されている。
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表1計■相談専用の電話番号の設置等

あり 細ヵ所 67．7％

なし1 鴎表番号からセシタ⊥に転送） 42ヵ所 ・3．2．3％

・合　　　　 計 130ヵ所
1‾00％

3　支援センターの周知の方法

各支援センタ一とも様々な方法で周知を因ってお

り，各項目とも高い実施率となっている。なかには，

フリ一ダイヤルの設置，支援センター専用車による

巡回広報，電話番号シールの配布等の工夫をしてい

る支援センタ一もある。

表19　支援センターの周知の方法（複数回答）

し新 軌 テ㌣を、行 政広 報 誌 等 による広 報 1 09 ヵ所 8 3 ．8％

訪 一問によるチ ラシ等 の配 布 による周 知 55 カ所 ・ 4 2 ．3％

措設や在宅サ一の 御用者や家族をとおした周知
－■1 15 カ所 ・由 一5％

関 係 ′諸 機 関 を とお した 周一知 10 2 ヵ所 ・－7 8 ・5％

そ の他 16 ヵ所 1 2 ．3－％ ．．

合　　　　　 計 － 3 97 カ所

注）％の母数は130



4　相談件数・内容

相談件数を相談者別にみると，「家族」が5割強，

「本人」が2割強，「間藤機関」「相談協力員」「その

他」を合わせて2割となっている。

次に相談方法別にみると，「家族」と「本人」とも

面接相談が多くなっているのに対し，「関係機関」「相

談協力員」とも電話相談が多くなっている。また，

面接相談の内容は，「家族」の場合「来所」による相

談が多いのに対し，「本人」の場合「訪問」による相

談が多く，支援センタ一の機能が一定程度果たされ

ていることが数字からもわかる。

相談内容を上位5つあげると，①介護相談，②

ショ一トステイ，③サ一ビス全般，④デイサ一ビス，

⑤施設入所となっている。また，今回の調査せは特

に痴呆性老人について再掲したが，施設入所，ショ一

トステイ，介護相談の3項目についての相談が多い

傾向を示している。

夜間緊急対応は，全相談件数の0．8％であり，「家

族」からの連絡が7割である。

なお，本項目は，各支援センタ一の開所時期が区々

であるため，全数集計のみとした。また，「夜間」の、

範囲は午後10時～午前5晴までの間としている。

表 20　 相 談 件 数

電　　 喜寿

面　　　　　 措
合 ′　　　 計

左 くわ内 夜 両

緊 急 対‾応 ■
爵仁一 ′釆　 ・律 措　　 問

章

毒炎

者 ・

豪 族 ′4 ，－63 3 － ・6，6り2 4 ・，0 90 －．2 ，5 62 1 1 ，2 8 5
（5 5 ．．8％ ）

1．17

22

1

13

18 ’

17 1

本 人
1，15 3

＿3 ，－3虫0
1 ．6 32 、 1，7 48 　 ′4 ，53－3

（2 2 ・4％）

関 係 機 関
1，－09 6

‾6ヰ4
3 33 寧1 1 1 ．74 0

（．8・6％ ‾）■

′相 竜泉協 力 員
A7 3 4 08 ．＿‾2 04 写。4 　 88 1

（4．．4％ ）

そ の他

－＿8 55 ′
9 24 56 3 ■　36 1 1 ，7 79

（ 8 ．8％ ）

合　　　 計 8 ，2 10
－1 2 ，0 0 8

6 ご82 2 5 ，1＄6－ 20 ，2 18
（ 10 0■％ ）

表 2 1 相 談 内 容 ・（ ） 内 は 痴 呆 性 考 人 の 相 談 数 ・帯 同 －

相　　　　 葛爽　　　　 内　　　　 容 一薄目・ 鉄　 件　 数　　　　　　 構　 成　 比　 率

① 介 護 相 膏爽 （用 品 含 む ） ＿4・，44 ．8 く、 97 7）－　　　　　　 2 2 ．6％ （2 5 ．4％ ）

く慧）健 康 相 談
■1＿，鱒 5 （ 17 鱒）　　　　　 8 ．4％ （4 ・6％ ）

③ サ ー ビス 創 陵 2 ，2 75 （ 36 4・）　　　　　 1 1 ．6’％ （9 －5％ ）

④ へ ノレ ふ一 統 遭 9＿5＿5 （ 17 2）　　　　　　　 4 ・8％ （4 ・5％ ）

⑤ シ 表「⊥ トえ テ イ 費，49 5 （‾　6 31）　　　　　 12 ・7■％ （16 ・4％ ）

④ デ イ サ ー－ ビス
、1 ，8 94 （ 3 25 〉　－　　　　　　 9 ．6％ （8 ・5％ ）

⑦ 言方聞 入 浴
2 75 （　 4 7 ）－　　　　　　　 1 ・4％ く 1．2％ ）‾

⑧ 食事 サ ーサ ビス
－183 （　 エの　　　　　　　 0 ．9％ （0 二4％ ）

⑨ 施 設 入 所 ．
1，8 40 （ ・4 6 1）　　　　　　 9 ．3％ く1 2 ．0％）

‥⑲ ＿医 療
エ．55ア（ 3 0 1）　　　　　　 7 ．9 ％ （7 ．8％ ）

⑳ そ の 他 2，1写0（ ‾370 ）　　　　 10 －．8％ く9 ・6％ ）

合　　　　　　　　　　　　 讃十 1 9 ．69 7 （3，84 3）　　　　　　 10 0 ％ （1 00 ％ ）

注 1 ） 本 項 目に つ いて は・ニ部 未 回 答 な どが あ った た め・ 表 2 0 の相 鉄 件 数 の 総 数 とは一 致 し な い。

‡Ⅴ　介護機器の展示．紹介

1　展示品日

展示品目の上位5項目は，①おむつ，②調理・食

事自助具，③単いす・歩行器・杖，④ねまき，⑤特
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殊原器となっている。なお，「その他」は，パンツ等

の肌着類，シャンプー．消臭剤等の衛生用鼠血圧

計等の健康管理器具，補装具・1）ハピ暮）シュ一ズ等

の1）ハピ1）関係用具の展示が多い。
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表22　展示品目

展 ．示 ′品 一目
展 示

二慣 琴 ・

－－1 ヵ務

平均点数

構 成

比 一率 ・・

≡④ヘ ッド ー i34 1・i‾． 2′・室賀＝

②心 ッ トレス ・エアーパ ッ ト 233 －′1・9 3．‾ア％

③浴槽 ・入の 担架 74 0 ．6 ・ 1・費％

④措殊尿器 5ね ヰ・8 9 ・3％

⑤嘩報装置 20 0 ・2 0 」3％
一合 草 し‾、す ・歩行器 ∴杖 845 7 ・0 13 ・6％

⑦補聴 琴 54 ・ 0 ．5 0 ・＿‾9％

－⑧訓練畢 255 ，＿2 ．i∴ ．云．1％ ＿

⑨訴 琴 、．食事 自助 具 893 7・4 14 ⊥3％

⑲おむつ 1 ，0由 9・1 17 ．5％

⑱ね まき 674 5・6 ′10．鱒％

⑩清拭 388 ・3 ．費 6∴．2－％

⑲その他 9？3 8 ．3 ＿ 15・9％

合　　　　　 計 6 ，233 5L 9 100％ －

注）1ヵ所平均件数の母数は120（10カ所が未回答のため）

2　展示品目，メ・力．の選定の方法

展示品目，メ一ヵ一の選定は，ほとんどの支援セ

ンタ一が独自に選定しているが，①県社会福祉協議

会と相談し，地元の業者に依頼・選定，②行政と市

内デイサービスセンタ一の合同協議で選定している

ところもある。

販売・紹介の方法は，ヵタログ等を置きメ一ヵ一

を紹介が8割弱，業者委託等により販売．斡旋が6

割の支援センタ一で実施されているが，①使用者の

状況をよく確かめた上で状態に適した用品を紹介し

た後，業者より用品と振込用紙を本人あて送付し，

本人が直接業者に振り込む，②日常生活用具給付事

業の紹介，③ビデオを活用した用品紹介等の工夫を

行っているところもある。

表23　展示品目、メ・カーの選定の方法（複数回答）
一法人やセシタ一で独盲に選定

108ヵ所 83．－1％ ■

三ヤンダー運営協襲合や選考 2や所 1・5％・

高齢者総合相措センタ一等関係機
8ヵ＿所 6‾・2％ ㌻

関等の協力を得て選定

その他 ‾・ 25カ所 19．2二％

合計 143長所

注）％の母数は130

表24　販売．紹介の方法（複数回答）

業者委託等に より販売 ■・斡疲 ね ヵ所 ・60 ．0％ ‥

法人内の売店等で 直接販売 ’1アカ所 ■13・1％

－ヵ タロ‾グ等 を置 きメ一ヵ一 を紹介
10 2ヵ所 ・78 ・．5％

■廃 人 で きる近 くの店 を昭各 48 カ疎 36 ．9％、

‾‾その他 ′
18 ヵ所 13 ・8％

合　　　　　 計 26 3 ヵ所 ．

注）％の母数は130

Ⅴ　公的サ．ビス等の利用申請手続きの状況

公的サ一ビス等の利用申請手続きは，ショ一トス
l

イが4割，デイサ一ビスが3割，ホ一ムヘルプサ一

スが1割となっている。「その他」では，老人ホ一

や老人保健施設の入所，日常生活用具給付事業，

急通報事業，ホームケア促進事業，訪問入浴サー

ス，機能回復訓練事業等の申請手続きが行われて

る。
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表25　公的サービス等の利用申請手続きの状況

サ一 ビスの種類 件　 数 ． 1 ヵ所 平均 構成比

■ホー⊥ムヘ ルプサ一ビス 488庫 3・8件 ー 11・9％．－

デイサ一 ピス 1，282件 ・110 ・0件 ．31 ．3％二

シ ョ÷ トステイ 1，667件 12 ・8件 ．■40 ・7％

その他‡ d62件 ・5 ・1件 16・ね

＿合．　 ■計
4 ，0細件 ．31 ．5件 100％



なお，公的サ一ビス等の利用申請手続きをすすめ

る上では，①サ一ビス適用の権限との関係で十分な

対応が出来ない場合がある，②サービスの利用状況

が把握できていないため，適切なサ一ビス調整が困

難，③申請手続きの代行は，家族が行うべきものと

支援センタ一が代行するものを明確にしておかない

と，家族が他人任せになってしまう危険性がある，

④一方手続きの煩雑さや各サ一ビスを利用する度に

申請しなければならないことから，結果的に自分で

申請できる人も支援センタ一に依頼することになっ

てしまうこともある，⑤利用者の大きな関心事は利

用料であるが，所得階層により利用料が設定されて

いる場合，支援センタ一ではその世帯の課税状況ま

で把握できないため，具体的に伝えられない事もあ

り，結果的にサ一ビスに結びつかないケ一スもある，

④申請書類の書式の簡略化と書類手配の効率化を図

る必要がある，⑦各機関が共通して使える書式・様式

を検討する必要がある等の課題があげられている。
（

Ⅴ壬　運営協議会の構成，開催状況

運営協議会の設置率は6割弱である。1カ所平均

13人で構成されており，各分野から均等に委員選出

が行われている。平成2年度の開催状況は，開催回

数が総計216回，1ヵ所平均2．7回の開催となってい

る。なお，構成員の「その他」は，自治会，ボラン

ティア，老人クラブ，ホームヘルパ一，薬剤師会等

の代表が主なものである。高齢者サ一ビス調整チ一

表27　構成員（予定を含む）

、分　　　　 一腰 ・人姦 平均人数．痍鹿比率

②老 人福祉行 政担 当＿－ 13－4 ．
＿1・4 1わ．7％

－②保健 行政担 当 ′111 i．一費　 8 ・9－％＿二

③ 医療行政担 当 ■・ ′21 －′。．2 ‡■′ 1＿・7率

‾④保健 所 ．12 2－ 1・3　 ′9 ・鱒琴

⑤福祉事 務所 97 1・什　 7・蟻

④医 師会 わ －0 ．．9 ト 鱒・措

②社協 14 4 1 ．5・＿■1エ．二5％ ′

＿⑧老 人福 祉施 設 1畠0 ∴ 1 ．6 12 ．。％＿

⑨ 考 人保 健施 設 23 －’－ご0 ．・2－　 －1－・の

⑲民生委 員 15 0 ‾1 ．6　 ＝12 ．0％

⑱ その他 2 14 ＿2 」3 ‾＿ニー1ア．1％

合　　　　　 計 1，25 1 ‾13 ．2　 細 率

注）1カ所平均人数の母数は95（35カ所が未回答もしく

は未定）

ムには6割の支援センタ一が参加している。

運営協議会設置・運営に当たって，①支援センタ一

の機能や事業内容について構成員の理解を深めるこ

とが難しい，②構成員が各分野にわたるため協議会

の開催日程調整に無理がある，③運営協議会開催の

費用の捻出が大変等の課題があげられている。

表26　設置の有無

設置してい‾る．＿ 73 ヵ所 56 ・、2％－、

■■設麗 していない （調整中）′ 5タヵ務 43 こ鱒％

合　　　　 計 130 カ所 ′ 100％

表28　高齢者サ一ビス調整チームとの関係

参加してい＿る 79ヵ鱒 ・60・魂

セシタニ運営協革会は 直接の関連中 一 26カ所 ’（32．9％）二

（．34、．衰％）

（32二9％）－・

セッタナ運営協議会と十部共有している 27ヵ所・

センタ一運営協議会と十体的に運営している 2．6カ所

‾現壷参加 しセし－ない
3Pカ所 23－′．1％

その噂 をヵ■所 6－．‾1％■

無回答 ＿ 13カ所
＿10．0％

合　　　　　 計 13P カ所 100％

yII相談協力員の状況
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相談協力員の設置率は7割弱である。1ヵ所平均

32人で構成されており，民生委員が構成員全体の7

割を占めており，3割強（95ヶ所中34ヶ所）の支援

センタ一が民生委員だけに相談協力員を委嘱してい

る。「その他」は，自治会，ボランティア，老人クラ

ブ，ホームヘルパ一，薬局・薬店が主なものである。

相談協力員の依頼は9割が行政が直接依頼をして

いる。担当地区割は6割で実施しているが，ほとん

どが民生委員の担当地区割りと同一となっている

表29　設置の有無

措置し＿てレ鴻 轟凍 壷 濾準■・－

∴設置－していない・（調整削 47云所・‾準2％

合一　　　　 計 1恥 所 ＿・－＝i0d－％

表30　相談協力員の構成（予定を含む）

分　　　　 類 人数 平均 人数 律底 地

ほ 海 生委員 2，＿13 4 2 2 ．＝5 、
－′ア0－・4琴 －

′＿恕老人 クラブ 30 2 3 ．．2 エ¢・・眩

∴③ 自由冬 94‾ 二1 ．－0 ＝3 ・1ね

≡ー② 商隠 ′ 90 ＿。．9． ・3 ・、0宛ト

さ’‾⑳郵便 患 ． 21 0・2 ＿ 、や・7％ ‾＿・‾

‾‾二‾啓 その他 ‾392　－ 4．1 1写・＝9費

合 一　　 諒 3 ，0 33 わ 」9 ‾ ′10（）％ ‾、

1カ所平均人数の母数95（35カ所が未回答もしくは

未定）

が，小学校区あるいは中学校区に地区割りをしてい

る支援センタ一もある。

なお，相談協力員確保．研修等について，①民生

委員の職務との関係での相談協力員の位置づけ，②

相談協力員の意識や資質の向上，③女性の相談協力

員の確保等が課題としてあげられている。

相談協力員研修会の平成2年度の開催状況は，開

催回数が総計167回，1カ所平均2・0回の開催となっ

ている。

表31相談協力員の依頼の仕方（複数回答）

行政が直接依頼 鱒ヵ巌 ．89・5％

壱ンダーが独自‾一に開拓し慣頼 19云亙 20・0％＿

‾一社金額敏感議会専喝破関係団体と

16ヵ所

－16・8％ ・

協力して開拓し依痕

一自治会を通じて依頼 云カ所 4、．2兎‾．

や季・鱒 13ヵ所 －13．7％＿ニ

∴合 一　　　 計 － ‾■、．137′ヵ所

封％の母数95（35ヵ所が未回答もしくは未定）

表32　相談協力員の担当地区割の状況

担‾当地区剖を‾している璃 壕 を含むト 81カ所 ′・62．3ね

＋担当地区剖をしていない
2－8ヵ．所 21．苧％

無回答な・いしは未定 21ヵ所 16・2％

合 ‾　　　 鱒 1台0ヵ所 100％

Ⅵぷ　処遇台帳の整備・管理，情報の共有の状況

処遇台帳の整備・管理，情報の共有の状況

遇台帳が整備されている支援センタ一は，約6

ある。

遇台帳の項目は各支援センタ一で様々な工夫が

ているが，調査に回答いただいた項目を整理

おおよそ次のようになる。

礎的な事項

付日時（相談日時），受付者，相談経路，本人

住所，申請者住所氏名（本人との続柄），生年
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月日，年齢，性別，家族構成（世帯状況），介護

を要するようになった時期，主な介護者，ねた

きり（ひとり暮らし）となった原因，住宅の状

況，訪問のための地図

（2〉本人の身体・精神状況

身体状況，精神状況，ADLの状況，性格，病

名，服薬状況，既往症，地域との交流の状況，

社会参加の状況

（3）保健・福祉．医療サ一ビス等の利用状況

主治医，担当ヘルパ一，担当民生委員，保険の

種類，年会の状況，身体障害者手帳の交付の有

C



無，補装具の状況，医療機関受診状況，現在受

けているサ一ビスの種類

（4）着目談，処理の状況

相談内容，処遇目標，介護上の問題点，処理応

対状況（経過記録），達成状況と課題

また，情報共有の相手の機関としては，②福難事

務所，②市町村老人福祉課，②デイサ一ビスセン

タ一，④保健所，⑤老人保健騒乱　⑥社会福祉協議

会，②福祉施設，⑧同一市町村内の他の在宅介護支

援センター，⑨病院，⑲民生委員，⑪ホームヘルパ一，

表33　処遇台帳の整備・管理、情報の共有の状況

■処遇台帳の整備のり 77カ前 59．ね

要介護老人や奉族め情報の共有化を －‾5ぬ 乳 ・．．き．

隠 ′左＿‾％）

関係機廟と行っている（予定を含む）

情報の共有化 を行っていない 1畠力行

整備中 53ヵ彿 －‾‾40．・＿8％ ■

′・合　　　　　 計 130ヵ野
－．1の 与

⑲高齢者サ一ビス調整チ一ムのメンバーがあげられ

ている。

なお，パソコンを利用して福祉事務所，保健セン

タ一，保健所と情報を共有している支援センタ一も

あった。

2　情報を共有する場合の問題点．課題

情報を共有に関して，プライバシ一保護に関する

事項として，①情報共有に関する本人や家族の同意，

②支度センターと行政機関との間での情報共有の範

囲やプライバシ一保護に関する相方合意，③情報の

保管，④情報共有者および情報共有内容の範軌⑤

ファクシミ1）利用の適否等，また情報管理やメンテ

ナンスに関する事項として，①情報量が増えた場合

の情報管数提供の合理化（0Å化），②状態の変化

に対応（即応）した情報メンテナンス，③業務別に

管理している従来の台帳の個人別台帳への変更，④

利用者のアフターケア情報の把握，登録，活用等が

諷題としてあげられている。

ⅠⅩ　運営主体の経営する施設との機能上の連携や運営上のエ夫（記述回答）

1　機能上の連携をすすめる上での基本的考え方

とエ夫

①　特別養護老人ホ一ム，老人保健施設，デイサ一

ビス等を実施しているので，それぞれの事業と密

接に連携し，機能を有効に活用している。また，

職員についても緊急要員を確保することも可能。

②　デイサ一ビス利用者，家族から相談につながる

こともあることを考えると，デイサ一ビス，支援

センタ一を切り難して考えずに，老人ホ一ムと在

宅部門としてのデイサービスセンタ一，支援セン

タ一というように柔軟に考え，職員も在宅のス

タッフとして葎目互に柔軟に対応できることが必

要。

③　福祉サ一ビスの提供にあたっては，母体となる

施設の連携がスム一ズに行われていないと運営に

支障をきたす。支援センタ一職員がその機能を積

極的に知らせたり協力を得ることにより，円滑に・

運営出来るように施設職員と連絡をとる必要があ

る。逆にショ一トステイ，デイサ一ビス利用時の
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状態を知ることによって今後の援助の体制が決

まってくる。

④　対象者に適切なサ一ビスを迅速に提供し，フォ

ロ一アップして初めて支援センタ一の使命を果た

すこととなると思う。そのためにも，支援センタ一

とサ一ビス提供する施設との連携は大事なことで

ある。

⑤　サ一ビスを利用する人は，別のサ一ビスを利用

する率が高くなっている。それらのサ一ビスをで

きるだけ継続的にフォローしていくことが望まし

く，在宅サ一ビス利用者の情報を支援センタ一を

基軸として集積するように努めているや

④　病院併設であるが，訪問者護対象者のこ一ズの

中で福祉サ一ビス等のニーズがある場合，スム一

ズに連携のとれる状態となっている。さらに退院

予定の患者の中に，日常生活上必要とする介護機

器・用品のことや対象者に必要な福祉サ一ビス等

につ′いても入院患者担当責任者と連絡誌し合いを

行っている。
1
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⑦　併設の病院では，訪問看護を積極的に行ってお

り，在宅看護に関して，保健・福祉・医療・看護

が協力して総合的に提供している。また，近隣に

老人保健施設も併設しており，支援センタ一利用

者に対してのアドバイスや選択も幅が広がってい

る。

2　相談をすすめる上での連携と工夫

①　複数の施設をもつが，各施設別に相談を受ける

のでなく，インテ一クに当たる部分は支援セン

タ一を通すことにしている。

②　相談電話は施設に入るので，留守の時でも施設

の方で受け対応できる。隣接しているデイサ一ビ

スセンタ一利用者に支援センタ一の説明や展示

コーナ一を利用してもらっている。入浴サ一ビス

の申請があった場合など，送迎，受入れの話し合

いがすぐに出来，サ一ビスを提供することができ

る。

③　支援センターを通じた相談者が，当施設で

ショ一トステイを利用する場合は，健康状態家族

状況等について特養に申し送りしている。

④　老人ホ一ムで行う在宅サービスのほとんどを実

施しているため，相談があると実際の受入れ等の

話がスム一ズに出来る。そのためにも，支援セン

タ一の職員が常に施設内の状態を知っておくよう

連絡調整を密にしている。

⑤　支援センタ一の機能を果たすためには職員会体

のバックアップが必要となる。そのため，業務マ

ニュアルを作成し，勉強会を行っている。

⑥　支援センタ一のワ一カーが不在時のために，ア．

介護等相談想定問題集の作成・備付，イ．相談票

の作成，定位置備付を行っている。また，介護教

室等の共同開催，施設広報誌活用によるPRを

行っている。

⑦　夜間の相談は夜勤者と宿直者が相談に応じ，翌

日報告され必要に応じセンタ一職員が再電話する

こと等で対応している。

⑧　夜間は施設に引き継ぎ，当直職員及び夜勤寮母

に対応してもらうため，夜間の相談マニュアル，

相談受理の流れについての勉強会を開催してい

る。

⑨　センタ一職員不在時，連絡票で相談内容や対処

方法を連絡するようにしている。

3　職員体制，連絡会議等の工夫

①　支援センタ一の業務が次第に知られるようにな

り，2名の専任体制では多くの問題が生じてきた。

夜間の対応もさることながら，日中業務でも訪問

や面接が集中する場合，対応が不十分になること

もあり，施設の職員全員および施設の担当ソ一

シャルワ一カ一の全面的な応援体制を導入してい

る。

②　特別養護老人ホ一ム職員（寮母，介護福祉士，

看護婦等）が全員支援センター職員のつもりで研

修と協力体制をとっている。

③　勤務体制は，祝祭日，夜勤を含め，併設施設と

一体とした運営としている。

④　病院，老人保健施設，支援センタ一の代表が集

まり，「在宅ケア戦略会議」と称して全体的な行事

や協力体制のとり方などを定期的に話し合ってい

る。

⑤　法人内で調整会議を開催し，老人ホーム，デイ

サ一ビス（A型，C型）との連携を図っている。

⑥　施設として在宅サ一ピスを一体的に行うため

に，従来のデイサ一ビス事業，ホ一ムヘルパ一派

遣事業に加え，「在宅福祉班」として三部門を一機

関とした体制をとっている。また，施設内で，全

部署による定例主任会議を開き情報の共有を図っ

ている。

Ⅹ　保健，医療，福祉サービスの実施機関と機能的に連

携した運営を確保するための工夫や課題（記述回答）

1　機能的に連携した運営を確保するための工夫・
事例

①在宅福祉職員研究会を設けて隔月毎に保健・医

療，行政，施設関係職員が集まり，在宅要介護老
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人の処遇改善並びにサービス向上促進を図るため

問題点等を持ちより研究協議し実践に役立ててい

る。

②　処遇困難なケ一スが生じた際には，すみやかに



関係機関のメンバ一（役場，保健所，福祉事務所

など）が集まり検討する形が慣例化している。そ

のため特に検討会議の日時を決めていない。必要

な時に随時実施。

③　お互いの業務の運営とケ一スへのサ一ビスの質

を維持するためにも，ケ一スの情報交換を十分

行っている。また，定例連絡会で，それぞれに抱

えている活動の状況や問題などを話し合ってい

る。自分の業務だけでなく，それぞれが機能しな

くては在宅ケアはすすまないという意識が職員間

にもある。

④　実施機関の実務者が定期的に集まり，支援セン

タ一を中心に連絡調整会議を開催し，情報交換等

を主に実施して機能的に連携する。

⑤　運営協議会，高齢者サ一ビス調整チームがまだ

十分に機能していないため，問題が生じた場合は，

各機関の担当者，医師らと直接連絡を取り，時間

があれば，問題解決の為，調整会議を行っている。

⑥　毎月１回，行政，保健センター，社協，支援セ

ンター，４者連絡会議（約15名）を実施一般的情

報交換及び対象者の処遇についての情報交換，意

見交換等を行っている。なお，医師との関係につ

いては，保健センタ一，支援センタ一で直接医師

との連携を深めている。

⑦　連絡会議をケースマネ一ジメントの視点で，毎

週月曜日，調整チ一ムの一環として取り組んでい

る。

⑧　コミュニティケア会議を実施し，在宅サ一ビス

に関わる者の日常的な情報交換を行っている。

⑨　各部門に配属されているケースワ一カーを窓口

とし，互いに共通認識を深め連携している。

⑩　地域の在宅医療グル一プの医師と直接，電話往

診日と一緒に介護指導日を設定する等，現場場面

での連携を強化し，地域保健婦，医師，ヘルパ一，

福祉課、支援センタ一職員での定期的会合（ケ一

スカンファレンス会）を計画している。

⑪　市の福祉担当課はもちろん，健康管理課（保健

婦），社会福祉協議会（ホ一ムヘルパー等）と緊急

の場合，電話でサ一ビス供給が可能な体制をとっ

ている。

⑫　病院及び特別養護老人ホ一ムを経営しており，

老人の在宅（ヘルパ一派遣）～通所（デイサ一ビ

ス）～入所（ショ一トステイ），入院等，要援護老

人に必要な医療福祉サ一ビスを一体となって行え

る貴重な機関である。また，保健所，医師会，行

政機関を含んだ横の関係についてもセンタ一開所

以来ネットワ一クづくりに努め非常に良好な状態

になっている。

⑬　行政のケ一スワ一カ一と連絡をとり個々のサー

ビスを図る。

⑭　保健婦と連絡をとり訪問相談を充実するように

力を入れたい。

⑮　地域の開業医へのPRや働きかけ，ケースを通

しての協力を求め，往診を依頼したり，小さなこ

とからの連携をとり始めている。

⑯　保健所といつも連絡をとり，同行訪問したりし

て，ケ一スを通して連携をとっている。また運営

協議会などの打合せをしている。今後，健康教室

などの開催にも実行委員として参加していく予定

である。

⑰法人の隣に財団法人の救急病院等があり，ﾘﾊ

ピリテ一ション，訪問看護など機能を有しており，

住宅改造，リハピリテ一ションに関する相談など

の際，同行してもらうなど協力が得られる。福祉

タクシ一等などでも通院できない状態の対象者に

は訪問者護してもらうなど協力してもらってい

る。

⑱　福祉事務所、保健所が主催する行事については，

共催のかたちでその構成メンバ一として参加させ

てもらうことにしている。そのほか地区社協，公

民館等の各種行事にも，介護用品の紹介をかねて

参加することにしている。

⑲　医療面の連携では，病院の訪問看護婦，訪問保

健婦より，在宅要介護老人の情報を得ている。ま

た，病院受診の場合，２～３時間待ちが多いため，

痴呆性老人，ねたきり老人については，支援セン

タ一からの連絡により，優先的に受診できるよう

に対処していただいている。また，高齢者夫婦の

場合等で，必要があれば受診介助までできる限り

のことはするようにしている。福祉サ一ビスの面

では，申請のみではなく，短期入所時の送迎・介

助まで希望があれば実施している。今後はもっと

きめ細かいサ一ビスが利用する側から望まれるの

は確実であると思われる。

⑳　保健婦や行政ケ一スワ一カ一の地区分担を知っ

ておくと効率的である。
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21老人保健福祉計画の中で施設在宅を通じて，地

域に於ける老人福祉サ一ビスならびに老人保健

サ一ビスの普及定着を図る上で，支援センタ一の

重要な役割が期待されている。自治体をはじめと

して，保健所・医療機関との機能的な連携指導の

もとに運営の強化充実を図る。

2　機能的に連携した運営を確保するための課題

①　支援センタ一職員としての業務範囲，ことに保

健婦，行政ケ一スワーカーとの分担等について明

らかにする必要がある。また，ケースマネ一ジメ

ントの中心はどの洩関となるのれ　そのなかで支

援センターのケ一スマネ一ジャ一としての立場を

どう執っていくべきであろうか。

②　MSWと連携（特に民間病院）をどう位置づけ

ていくか。

③　どこまで申請の代行ができるのか，ガイドライ

ンが必要である。

④　支援センタ一はまだ地域の他機関には理解され

ておらず，特に医療との連携が難しく思っている。

⑤　公的福祉サ一ビスはまだまだ不十分とはいえ，

保健サービスよりはメニュ一もそろっている。機

能としての連携はあるが，サ一ビスの量やスタッ

フの人的体制の面で保健婦等の拡充が必要。

⑥　相談に関しては，当施設がサービスメニュ一を

もっているので，短期保護，入所入浴サ一ピス，

デイサービス，クリニック受診等につなげること

ができるが，他機関ヘの調整は難しくよい答が出

ないのが現状である。

⑦　連携は重要だと考えるが，組織同士のつながり

をもつのが難しく，現在うまく連携されていると

はいえない。

⑧　支援センタ一が積極的に各機関と連携，情報収

集，情報提供を行うことは必要だが，公的制度，

施設の情報は，常に行政側よりセンタ一に送って

もらう必要性を感じる。センタ一の問い合わせに

よりはじめて情報が流れる傾向にある。

⑨　行政の担当は福祉なので，保健や医療に関して

のアブロ一チに不十分な面があるようだ。行政内

部の連携が十分でないと支援センタ一は動きにく

い面がある。

⑩　共通の台帳を作り，支援センタ一がデ一夕一バ

ンク的機能を果たす必要がある。

⑪　各ケ一スへの実際援助を目的とした有機的な

ネットワ一クを構築するため，情報の共有化を図

りたい。具体的なことでは，各機関共通の個人別

対象者カードや連絡票のようなものを整備した

い。

⑫　保健，医療機関に対し，福祉のイメ一ジを変え

ていただくよう積極的に働きかけること。また，

地域住民に対しても同じように言えると思われ

る。

Xl支援センター運営上の工夫や課題（記述回答）

1　運営に関する事項

（1）支援センターの機能を発拝するためのエ夫や課

題

①　どんなささやかな相談に対しても，何らかの直

接的なサービスに結びつけることが重要。たとえ，

相談，情報提供にとどまるとしても，その後の経

過をフォロ一アップし，生活状況の把握に努める

こと。第二に，地域ネットワークについて，専門

関係機関内に限定せず，民生委員，ボランティア

等の比較的インフォ一マルな組織まで視野を広

め，積極的に働きかけを行い，言わば，住みよい

地域社会の構築にむけて，支援センタ一が住民に
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より「利用される場」（質の高い安心した生活のた

めに）として，また，「交流の場」として，発展す

ることを目指したい。

②　支援センタ一は将来大変効果が期待されるもの

と思われるが，現時点においては社会，家庭共の

意識の変革を図る必要があり，更に特に行政のこ

れに対する熱意の程が今後の盛衰にかかっている

と言っても過言でなく，更に各機関のネットワ一

クの必要性は見逃す事が出来ない。それを切り開

くのには，先ず支援センタ一をあずかる職員のた

ゆまない努力を痛感する。

③　支援センタ一は民間団体の運営である特徴を発



揮することが重要である。第一に行政の窓口に代

替する機能をもつことで，行政のもつ監督的な弊

害をなくし，地域住民の一員として地域の福祉資

源の活用を周知する広報活動が必要である。その

ためには，チラシなどを定期的に配布し，行政指

導型よりむしろ民間運営の発想で利用者の気易い

相談・指導窓口になることである。第二に介護機

器用具の展示コ一ナ一の活用である。介護用品に

関しては家族や本人に対し，細部にわたり説明す

ることにより家族の負担を少なくし，老人自身に

とってもプラスになる。PR活動が必要である。

いずれにしても支援センタ一が独自の機能を発揮

する為には，行政機関のバックアップが必要であ

る。

④　ヘルパ一，訪問看護，リハピリ，移送サ一ビス，

デイサ一ビス，ショ一トステイ，その他を一体的，

包括的に供給できる体制づくりのなかで，サ一ビ

スパッケ一ジのコ一ディネ一トができるような体

制づくりが必要。

⑤　業務のマニュアル化が必要（利用者のフォロ一

アップ体制，相談協力員との連携でニ一ズの堀り

起こし等）。

⑥　支援センタ一運営事業実施要綱から，センタ一

の質的方向性（カラ一）をどう読みとればよいの

か，早期にマニュアルが欲しい。

⑦　支援センタ一に求められているのは単なるサー

ビスの紹介やサービスに結びつけるということだ

けではなく，ソ一シャルワ一クとしての機能もあ

ると考える。その機能に着目したスタッフのト

レ一ニンダ等をしていく必要がある。

⑧　これからの支援センタ一は，地域や年齢にこだ

わることなく，児童や障害者などの施設との連絡

を可能にし，幅の広い支援センタ一の活動ができ

るよう，医療保健福祉の連携をスム一ズに，また

内容の濃いものにしていかなければならない。

⑨　支援センタ一の機能が固まっておらず，ソ一

シャルワ一カ一，看護婦の具体的役割が漠然とし

たままである。当支援センタ一ではデイケア内の

配置であり，デイケア事業とのからみなり，本来

的業務とデイケア事業との関係から，独自的な動

きがとりにくく，今後の活動の中で整理していく

必要がある。

⑩　在宅介護支援センターの名称は，地域住民にと

り，センタ一に行けばすべて即時対応してもらえ

るようにとらえられている面が多々感じられる。

センタ一と名がある以上，センタ一独自にショー

トステイ，ホ一ムヘルパ一派遺事業を実施するこ

とが重要である。

（2）各種事業に関する工夫や課題

①　介護用品の販売について　紹介だけでは，用品

を購入，使用するまでのプロセスにならず，販売

が必要。

②　介護機器展示コ一ナ一の場所を広くし，内容も

幅広く揃え，見て，触れて購入してもらうことが

できるようになっている。業者との連携もとれて

いるため，業者との同伴で，住宅改造の相談や手

すり工事，介護用品の購入に対応している。

③　介護機器展示については，介護教室終了後，専

門業者等の説明，ビデオによる事例などに心がけ

ている。

④　住宅改造要請の際には，ビデオをまずスタッフ

が持参し，アドバイスを行い，建築家，PT．O

T．医師とも協議を行い，十分なアドバイスをす

るように心がけている。

⑤　緊急通報システムを連絡通報システムとして，

介護二一ズにもこたえられるような体制づく　り

（第一通報先を支援センタ一にする等の工夫）

⑥　支援センタ一の機能と位置づけを警察，消防等

の連携のためにも，地域レベルのみでなく，全国

レベルでも図ってほしい。

⑦　救急医療，救急入院（特に夜間）が必要な場合

に対応してもらえる医療機関との連携と常時密に

しておく必要がある。

⑧　日々変化する要援護老人に対して，他機関との

共通のデ一夕の作成。

（3）事例，その他

①　市にセンタ一が1カ所のため対象地区が広い。

そのため，第1エリア（市内全域で相談業務を中

心に実施）と，第2エリア（支援センタ一近隣7

校区で要介護老人実態把握（訪問業務）に分け，

活動している。

②　支援センタ一業務を進める中で潜在的な福祉制

度の未利用者に対して申請手続等の便宜を図るこ

とによって，制度利用者増となってきた。

③　当面デイサ一ビスに月1度位しか利用していな

い人や状態が悪くデイサ一ビスを受けられない人

86



在宅介護支援センタ一業態調査報告書

を訪問している。また，今までの相談者がその後

どの様な状況であるか確認のため訪問し，地区民

生委員との連携も密にしている。

④　支援センタ一が市中心部より離れているため総

合福祉センタ一で月3回の移動相談を行ってい

る。　　　　

⑤　デイサ一ビス登録者のうち，未利用者について

の実態把握のため相談員が訪問し，行政側との協

議によって介護指導や，ヘルパ一派遣を行ってい

る。

⑥　施設併設の効果的な運営のために，支援セン

タ一開設と同時に，デイサ一ビスセンタ一の中に

「在宅管理室」を設置し，在宅サ一ビス関係職員

（支援センター2名，介護ヘルパー2名，デイセ

ンタ一3名）が机を並べ，常時連絡調整ができる

ようにし，更に併設施設とのコミュニケ一ション

が密接に出来得るよう構成されている。なお，同

室には専用電話及びファックスを設備し，関係機

関との円滑な連絡調整に備えている。

⑦　現在，人口32万人に対して1カ所ということ

で地域に根ざして活動していくには難しい点があ

る。支援センタ一も今後，数的にも整備されてい

くと思うが，支援センタ一の建物，設備を増やし

ていくのは財政的に大変であるが，「機能」を増や

していくことを考えれば，既存の建物を利用し，

人的な面での拡充をすすめることで支援センタ一

の数は増やせるように考える。

2　地域福祉推進に関する事項

①　センターが地域に根ざしたセンタ一運営をする

ために，ア．地域の諸活動，諸会合への参加，イ．

幼児期からの福祉教育をすすめ，地域住民の福祉

意識を改革する，ウ．併設施設へのボランティア

受け入れ時にPR及び地域の情報を提供していた

だく等の事業を実施する必要がある。

②　支援センタ一のポイントは，いかに地域に密着

した活動を行っていくかということであり，その

意味でもとりわけ民生委員等との信頼関係づく

り，連携の体制をどうつくっていくかということ

が重要な課題となる。

③住宅で因っている高齢者と家族を支援する為に

は，自宅への訪問指導，ヘルパ一派遣を充実しつ

つ，地域のニーズ把握に努め，どのような福祉サ一

ビスが求められているか知る必要がある。公的

サービスの充足が不可欠だが，入所，ショ一トス
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テイ，デイサ一ビスが満杯状態の中で，民間の福

祉サービス，ボランティア，憩いの家などの社会

資源を見直し，活用する必要があろう。

④　単なる福祉サ一ビスの調整だけでなく，老人の

おかれている現状が行政に十分反映し，ニーズに

対応出来る地域福祉のシステム作りを官民が協力

し合って築き上げられる体制を整備していきた

い。

3　マンパワーや職員体制に関する事項

①　専門職員2名では対応しきれず，デイケアセン

タ一職員5名も対応できるよう体制を整えてはい

るが，内容が多岐にわたっているため，相談対応

を適切に行うには今後時間を要すると思われる。

また，介護用品の紹介も同様である。

②　現行職員体制では相談をこなすのが手いっぱい

であり，事務処理が思うように出来ない。

③　利用者に必要なサービスをコ一ディネイ卜する

ことが支援センターの一番の役目と思うが，その

目的を果たすためには職員配置について見直しが

必要である。定期的な訪問活動を行うとなると現

行の2名体制ではきつい様に思う。

④　事業内容とスタッフの関係でサ一ビス内容を限

定せざるを得ない。

⑤　保健婦や看護婦の確保が困難。

⑥　スタッフの幅（PT．OT．医師等）を広げる

事で，多種多様な相談に答えられるものと思われ

る。

⑦　支援センタ一の機能を十分に発揮できるように

していくためには，既存の機関や組織の活用が不

可欠となり，これを活用するスタッフの人材にも

大きく依存している。現行職員配置基準は，福祉

関係職種と保健医療関係職種を組み合わせること

としている。その意図するところは十分理解でき

るが，現実的にセンター機能の向上を推進してい

こうとしたときに，必ずしもその有資格者がその

能力をそなえているとは限らない。逆に，福祉と

保健の組み合わせにはならないが，地域二一ズの

発掘等，相談，調整に優れた能力を有するケ一ス

もあるので，職種の組み合わせは考慮を要するの

ではないか。

4　公的サービスの整備等に関する事項

①　公的福祉サ一ビスを相談者に紹介してもすぐに

利用できず，在宅介護の支援が十分にできない。

例えば，ねたきりになった夫を自宅で看ようと妻



が決め，支援センタ一に相談に来た場合，ケ一ス

ワーカ一が社会資源を紹介しても，ヘルパ一派遣

には限度があり，デイサ一ビスは1年以上の待機

といった状況である。支援センタ一の数を増やす

と同時に公的福祉サ一ビスの量，質を充実させる

ことも必要だと考える。

②　近年，利用者の急増から在宅サ一ビスの利用は

飽和状態にあり，支援センタ一の活動を積極的に

広報し難い状況にある。そのようななかで，昨年，

支援センタ一と同時期にスタ一卜したヘルパ一事

業との連携を強化していくことをセンタ一の運営

の中心に置いている。一方，年度計画の策定・処

遇台帳の共有化，協力員の依頼，支援センタ一の

パンフ作成，夜間の緊急時の対応など，克服すべ

き課題が山積している。

③　公的サービスの希望があっても受け入れ側の状

況が満員状態であるため，利用できない訪問活動

などで家族と本人を支援していくつもりだが，在

宅サ一ビスがすぐにうけれるようサ一ビス実施機

関，施設の増が必要である。

④　ニ一ズの掘り起こしは，支援センターが持つ一

つの大きな役割であるが，掘り起こしたこ一ズに

対して十分対応できるかと考えた時，現段階にお

ける在宅サ一ビスを含めた福祉サービスでは，質

的・量的にも十分ではなく，そういった部分をい

かにクリアしていくかは，大きな課題であろう。

⑤　最近特に痴呆問題，介護者の介護による疲れの

相談をうけても受皿が少ないため，援助にも限界

がある。今後は，家族会なども考えていかなけれ

ばならないと思っている（特に，他の関係機関，

地域との連携を密にしていく必要がある）。

⑥　支援センタ一は特別養護老人ホ一ムを社会福祉

資源とし地域に開放し，在宅福祉サ一ビスの拠点

にするための使命をもっていると思う。また，在

宅3本柱のサ一ビスをいかに調整し，しかも必要

な時に提供する責務もあると思う。在宅3本柱は

いずれも市町村の福祉計画の中で実施要綱に基づ

いて実施されている。しかも，いずれも単独の事

業として契約されている。実際には運営にあたっ

ては人的にも，予算的にも技術的にも互いに補完

しなければ効率的に機能しない。支援センタ一も

同じである。また，実施要綱の枠内でしか活動で

きない仕組になっている。特養の措置費との関連

も明確でない。これらを総合的に見直し弾力的な

運営ができるように検討すべきであると思う。特

に支援センタ一が在宅福祉サ一ビスの提供をコ一

ディネイ卜する明確な位置付けが必要と思う。

⑦　積極的な活動を進めることにより，多種多様な

住民二一ズが掘り起こされるが，果たしてこ一ズ

を満すサ一ビスが可能であるかどうか。特に施設

入所を希望するケ一スが増大する可能性もあるた

め，この点が大きな課題である。

⑧　介護ショップなり補装具センタ一の各自治体で

の設置が必要

⑨　運営費の7割が人件費で，べ一スアップ等を加

味すると事業費が年々減少することになってしま

う。

⑩　相談協力員が活動しやすくするためには実費弁

償が必要となる。

⑪　訪問など行動のための自動車が必要。運営費の

中に加えてほしい。

⑩　支援センター，ホ一ムヘルパ一職員の公費によ

る健康診断，さらに感染予防として，例えば，B

型肝炎等の予防摂取を公費負担とすることが必要

である。
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